
揖斐郡大野町大字相羽字六丁目１４９３番１

低層住宅地

旧来の住宅、農地の
中、新規の一般住宅
も見られる住宅地域

1

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北40 60 50 70 低層住宅地

-

（都）(70,270)

町人口は年１％弱のペースで減少が続き、高齢化率アップも全県
を大きく上回るペース。新型コロナはタイムラグの影響に注視を
要する。

主力のミニ開発は農地転用の厳格化に供給サイドの在庫整理が重
なって停滞。中古リフォームに若干の動意がある。

個別的要因に変動はない。

取引事例比較法は、住宅需要層の同一性が強い大野町中部・北部から４事例を採用し、市場実態に即した価格が得られた。
収益還元法は非適用であるが、当該地域の住宅賃貸市場は旧来地主の供給が大半のため、土地の元本コスト、資産リスクを
消化しきれない地合いにある。よって、取引事例比較法の試算結果について指定基準地、地価公示地との検討を踏まえたう
え、比準価格をもって鑑定評価額を決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

ミニ開発の一服感に新型コロナが追い討ちをかけて地域熟成に停滞感が生じているが、子育て環境に優れる住宅地域として
圏域内競争力を高め、地価も比較的堅調に推移すると予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 24,400 円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

24,000

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

岐阜大野 1

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

-1.6

-0.3

+8.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

広神戸駅
北東方 6.5km

広神戸
6.5km

(8)

北4.5m町道

（都）
(70,400)

（その他）　　　　
(70,270)

特にない 基準方位北、４．
５ｍ町道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

264

( )

⑨法令上の規制等

1:2.5

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

10.0  ｍ、　奥行　約 25.0  ｍ、　規模 250  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

24,000 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

25,700 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間-1.6％ ％

106.0 ］

99.0［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 2 令和 2年 7月 20日　提出

宅地-1

0.0方位

　補正

長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

24,100

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

池田（県） -

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+0.9

+2.6

+7.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

27,500 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

110.8 ］

97.1［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 2年 1月]

令和 2年 6月 23日 正常価格

令和 2年 7月 16日令和 2年 7月 1日

6,340,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 24,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

円／㎡

1.1

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は、大野町及び池田町、神戸町北部、揖斐川町南部と判定する。需要者の中心は３０代の子育て世帯である。移
動手段はマイカーが主流のため、供給主力のミニ開発は横列２台以上の駐車が可能な画地割りが多い。対象近隣地域及び周
辺の住宅市場は供給寡占の商状が認められ、新型コロナの影響下でも値持ちは良い。中心価格帯は土地が５００万～７００
万円、新築建売は１８００万～２３００万円である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

大野（県） 1－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

大野（県） －

基準地番号 提出先

1 岐阜県

所属分科会名

岐阜第３

業者名

印不動産鑑定士氏名

前田不動産鑑定合同会社

前田　和彦



揖斐郡大野町大字桜大門字若宮西５２８番２３

低層住宅地

中小規模の戸建住宅
の中に農地も見られ
る住宅地域

1

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北20 60 20 120 低層住宅地

-

（都）(70,288)

町人口は年１％程度の減少が続く。世帯数微増は非婚・晩婚化、
独居高齢者の増加も一因。新型コロナの影響は小さいが復原力は
弱い。

分譲適地が少ない旧市街外延で需給ともに動意に乏しい。住民の
高齢化が目立ち始め、空き家の増加も懸念される。

個別的要因に変動はない。

取引事例比較法は、住宅市場の一体性が強いエリアの４事例によって試算し、典型的な最終需要の投影度が高い価格を求め
ることができたと判断する。収益還元法は非適用であるが、当該圏域のアパートは、供給の大半を旧来地主の物件が占め、
賃貸事業の経営は土地の元本コスト、資産リスクに疎遠な実態が認められる。以上により、取引事例比較法の試算結果につ
いて指定基準地、地価公示地との検討を踏まえたうえ、比準価格をもって鑑定評価額を決定した。

［

［

住宅
ＬＳ２

新規供給は郊外に偏重し、住宅市場の中心も移動している。旧来市街及び周縁は住民の高齢化が目立ち、地価の下落が続く
と予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 26,700 円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

25,800

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

岐阜大野 1

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

-2.5

+0.2

+1.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

揖斐駅
東方 7.3km

揖斐
7.3km

(8)

西4.8m町道

（都）
(70,400)

（その他）　　　　
(70,288)

特にない 基準方位北、４．
８ｍ町道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

222

( )

⑨法令上の規制等

1:1.2

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

13.0  ｍ、　奥行　約 17.0  ｍ、　規模 220  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

25,900 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

25,700 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間-3.0％ ％

98.7 ］

99.0［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 2 令和 2年 7月 20日　提出

宅地-1

0.0方位

　補正

長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

25,900

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

池田（県） -

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

0.0

+3.1

0.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

27,500 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

103.1 ］

97.1［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 2年 1月]

令和 2年 6月 23日 正常価格

令和 2年 7月 16日令和 2年 7月 1日

5,750,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 25,900 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

円／㎡

1.1

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は、大野町全域に池田町、神戸町北部、揖斐川町南部を加えた圏域と判定する。需要者の中心は３０代の子育て
世帯で車２台以上の保有が標準的である。対象近隣地域及び周辺の住宅市場は、新興色が強い郊外エリアに押されて劣勢が
続き、新型コロナでは割高感が再認識されている。中心価格帯は土地が５００万～７００万円、新築建売は１８００万～２
３００万円である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

大野（県） 2－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

大野（県） －

基準地番号 提出先

2 岐阜県

所属分科会名

岐阜第３

業者名

印不動産鑑定士氏名

前田不動産鑑定合同会社

前田　和彦



揖斐郡大野町大字黒野字子持街道８２番１外

低層店舗地

中小規模の小売店舗
が多い路線商業地域

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北50 100 30 30 低層店舗地

-

（都）(70,400)

東海環状自動車道の延伸で町南部のＩＣが昨年１２月に開通。ラ
ンプ接続の県道沿いで商業動意もみられるが、新型コロナ打撃が
大きい。

新型コロナでもスーパー、ドラッグストアは巣ごもり消費で健在
だが、外食産業への影響は深刻。感染収束に向かうも収益回復は
不透明。

個別的要因に変動はない。

取引事例比較法は、商圏の類似性が強い地域から４事例を採用し、事業者目線の試算で実践的な価格が求められたと判断す
る。収益還元法については、旧来地主の供給物件が多い賃貸市場には土地の元本コスト、不動産特有のリスクに寛容な特性
が常態化していることに留意を要する。したがって、鑑定評価額は比準価格を標準として収益価格を参酌し、地価公示との
共通地点であることから半年間変動率の検討も踏まえたうえ、上記のとおりに決定した。

［

［

店舗
Ｓ１

ネット通販拡大、大型商業施設への顧客集中で中小路面店の営業域は狭まり、商業地域としての店舗集積・外延的発展は停
滞すると予測する。地価は新型コロナ収束後も下落が続くと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 36,100 円／㎡

公示価格 35,600円／㎡

標準地番号 岐阜大野 1-5

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

揖斐駅
東方 5.8km

揖斐
5.8km

(8)

南11.5m国道

（都）
(70,400)

（その他）　　　　

特にない １１．５ｍ国道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

932

( )

⑨法令上の規制等

1.2:1

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

34.0  ｍ、　奥行　約 28.0  ｍ、　規模 950  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

34,500 円／㎡

16,100 円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間-5.3 -3.9％ ％

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 2 令和 2年 7月 20日　提出

宅地-1

ない

　補正

長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 2年 1月]

令和 2年 6月 23日 正常価格

令和 2年 7月 16日令和 2年 7月 1日

31,900,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 34,200 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

円／㎡

1.1

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は、大野町・池田町の全域及び揖斐川町南東部を中核エリアとして、神戸町北部、本巣市南部、北方町北部に及
ぶ圏域と判定する。典型的な商業用途は小売・飲食・日用サービスの低層店舗である。マイカー利用客が多く、自動車出入
りが容易な立地条件が重視される。緩慢な需給関係の長期化に伴って続く地価・地代の下押し圧力は新型コロナで一層強ま
っている。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

大野（県） 1－5

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

大野（県） －5

基準地番号 提出先

1 岐阜県

所属分科会名

岐阜第３

業者名

印不動産鑑定士氏名

前田不動産鑑定合同会社

前田　和彦


